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日 時  令和８年５月 20 日（水）午後１時 30 分 
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秋の沿線を走るキハ 120 形（令和７年９月 袴岩付近にて撮影） 



 

令和８年度 

大糸線活性化協議会 

通 常 総 会 次 第 

 

 

    

１ 開 会 

２ あ い さ つ 

３ 議     事 

   議案第１号  令和７年度事業報告 

   議案第２号  令和７年度収入支出決算 

   議案第３号  令和８年度事業計画（案） 

   議案第４号  令和８年度収入支出予算（案） 

   議案第５号  規約の改正（案） 

４ そ  の  他 

５ 閉     会 



 

【議案第１号】 

 
令和７年度 事業報告 

 

一般会計 
 

年 月 日 概      要 

令和７年 ４月 １日 

～令和８年３月３１日 

大糸線応援隊 

隊員数：3,980人 

令和７年 ４月１４日 
大糸線活性化協議会 第１回担当者会議 

会場：糸魚川市役所２０１・２０２会議室 

令和７年 ５月 １日 
大糸線活性化協議会 第１回幹事会 

会場：糸魚川市民会館３階 会議室 

令和７年 ５月 13日 
大糸線活性化協議会 総会 

会場：ヒスイ王国館 

令和７年 ５月２０日 

～令和８年３月２０日 

大糸線利用促進事業助成（イベント助成） 

助成件数：70件 参加者数：1,237人 

令和７年 ５月２０日 

～令和８年３月３１日 

大糸線定期券購入費一部助成 

申請件数：22件（通勤７件、通学15件） 

令和７年 ７月 

～１１月３０日 

幼児切符（とくべつきっぷ）配布 

配布数：大糸線沿線の年少～年長の園児 

令和７年 ８月２４日 
大糸線こども車掌体験 

参加者数：親子８組16人 

令和７年 ８月２９日 
大糸線活性化協議会 第２回幹事会 

会場：糸魚川市役所２０３・２０４会議室 

令和７年 ９月２２日、 

     ９月２３日 

大阪出向宣伝 

 場所：ＪＲ大阪駅２Ｆ アトリウム広場 

令和７年 ９月２７日、 

 １０月１８日 

大糸線サイクルトレイン 

参加者数：18人 

令和７年１０月 １日 

～１２月３１日 

ＪＲ・トキ鉄・北急コラボエキタグスタンプラリー 

参加者数：3,958人 

令和７年１０月２５日 
 第32回鉄道の日記念イベント ブース出展 

場所：新潟駅南口中央広場（新潟市中央区笹口） 
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年 月 日 概      要 

令和７年１１月２９日 

ＪＲ大糸線特別運行 

えちごトキめきリゾート雪月花大糸線乗入運行 

参加者数：39人 

令和７年１２月 ６日 

～令和８年１月３１日 

大糸線「鉄道×温泉 湯めぐり手形すたんぷらりぃ」 

応募件数：56件 

令和８年 ３月１９日 
大糸線活性化協議会 第３回幹事会 

会場：糸魚川市役所２０１・２０２会議室 

 

 

 

特別会計 
 

年 月 日 概      要 

令和７年 ４月 ５日 

～令和８年３月３１日 
大糸線臨時増便バス 運行 

令和７年１２月 ６日 大糸線臨時増便バス ダイヤ改正 
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【議案第２号】 

一般会計 

令和７年度 収入支出決算 

（収 入）                                                          （単位：円） 

科 目 予算現額 決算額 過不足額 備      考 

１ 負担金 7,200,000 7,200,000 0 

新 潟 県     500,000 

長 野 県      500,000 

糸魚川市    3,000,000 

小 谷 村    3,000,000 

白 馬 村     100,000 

大 町 市     100,000 

２ 繰越金  1,629,684 1,629,684 0 前年度繰越金 

３ 雑収入         316 1,787,185 1,786,869 

預金利息      49,381 

他団体余剰金   841,706 

企画列車負担金  896,098 

合 計 8,830,000 10,616,869 1,786,869  

 

（支 出）                                                           （単位：円） 

科 目 予算現額 決算額 差引残額 備      考 

１ 会議費 50,000 38,797 △11,203  R7総会 会場借上料 

２ 事務費 50,000   1,596 △48,404  ラミネートフィルム購入 

３ 事業費 8,690,000 6,493,499 △2,196,501 

生活利用の促進 

・定期券購入費助成   214,491 

観光利用の強化 

・湯めぐり手形       430,980 

・企画列車         1,307,270 

・他団体連携     200,880 

・その他       1,166,042 

地域連携・協働 

・イベント助成   3,173,836 

４ 予備費 19,300 0 △19,300  

５ 繰出金 20,700 343,746 323,046 特別会計への繰出金 

合 計 8,830,000 6,877,638 △1,952,362  

 収入済額 10,616,869円 － 支出済額 6,877,638円 ＝ 3,739,231円 

  差引残額 3,739,231円は、翌年度へ繰り越しする。 
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特別会計 

令和７年度 収入支出決算 
（収 入）                                                          （単位：円） 

科 目 予算現額 決算額 過不足額 備      考 

１ 負担金 49,744,300 49,950,050 205,750 

新 潟 県     7,000,000 

長 野 県     7,000,000 

糸魚川市    3,000,000 

小 谷 村    2,000,000 

白 馬 村    2,000,000 

大 町 市    1,500,000 

Ｊ Ｒ 西    27,244,300 

JR西（追加）   205,750 

２ 補助金 43,561,000 43,561,000 0 国：再構築調査事業補助金（1/2） 

３ 繰入金 20,700   343,746 323,046 一般会計からの繰入金 

合 計 93,326,000 93,854,796 528,796  

 

（支 出）                                                           （単位：円） 

科 目 予算現額 決算額 差引残額 備      考 

１ 事業費 93,319,000 93,854,796 535,796 

観光利用の強化 

 臨時バス運行実証 

        71,874,000 

乗降調査 

           21,423,600 

 

 振込手数料      25,696 

 八方バスターミナル 

利用協力金     230,000 

掲載料       301,500 

２ 予備費 7,000 0 △7,000  

合 計 93,326,000 93,854,796 528,796  

 

 収入済額 93,854,796円 － 支出済額 93,854,796円 ＝ 0円 
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【議案第３号】 

 

令和８年度 事業計画（案） 
 

事業概要 

鉄道事業者との協働・協力、関係自治体との広域連携を活かしながら、直接「乗り」に

つながる事業を展開する。 

 

１ 会議の開催 

・総会 

  協議会の最高決議会議で構成団体の代表による会議で、規約、事業計画、予算、 

決算等の審議を行う。 

・幹事会 

  重要事項の審議のほか、協議会の円滑な運営を補助することを目的とし開催する。 

・事業準備会（担当者会議） 

  具体的な事業計画や実施を取り組む組織とし、実施事業を実行する。 

 

２ 生活利用の促進 

（１）潜在利用者への働き掛け、新規利用者の開拓（取組方針(1)-①） 

○広報、ホームページなどでの大糸線利用促進の情報発信（継続） 【連携事業】 

○定期券購入費の一部助成（継続） 【統一事業】 

 

３ 観光利用の強化 

（１）沿線の観光魅力や集客力の創出と向上（取組方針(2)-①） 

○「鉄道×温泉」湯めぐり手形（継続） 【統一事業】 

○大糸線観光モデルコースの作成（継続） 【連携事業】 

（２）沿線の観光魅力の情報発信（取組方針(2)-②） 

○ホームページ、ＳＮＳなどでの大糸線利用促進の情報発信（継続） 【連携事業】 

（３）Hakuba Valleyと連携した観光振興（取組方針(2)-③） 

○大糸線の乗車が含まれるツアー企画・広告宣伝（継続） 【連携事業】 

（４）訪日外国人の誘客促進や鉄道ファンの取り込み（取組方針(2)-④） 

○スタンプラリー（継続） 【連携事業】 

○大糸線応援隊（継続） 【統一事業】 

○イベント出展・ＰＲ（継続） 【統一事業】 

○インバウンド受入態勢整備（継続） 【統一事業】 

（５）車両自体の観光魅力や輸送サービスの創出と向上（取組方針(2)-⑤） 

○企画列車（継続） 【統一事業】 

○輪行バッグ推進の取組（継続） 【連携事業】 

○他団体との連携事業（継続） 【連携事業】 
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（６）利便性の向上等の取組（取組方針(2)-③、④、⑤） 

○臨時バス運行実証・乗降調査（継続） 【統一事業】 

 

４ 地域連携・協働 

（１）沿線住民のイベント利用促進（取組方針(3)-①） 

（２）小中学校等の行事利用促進（取組方針(3)-②） 

（３）利用促進団体の育成（取組方針(3)-③）    

○イベント等への助成（継続） 【連携事業】 

 

５ その他 

（１）事業計画の確認・振り返り 

   ○事業計画の確認とその振り返り及び既存データの検証を実施 
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【議案第４号】 

一般会計 

令和８年度 収入支出予算（案） 

（収 入）                                               （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 備   考 

１ 負担金 7,200,000 7,200,000 0 

新 潟 県     500,000 

長 野 県     500,000 

糸魚川市    3,000,000 

小 谷 村    3,000,000 

白 馬 村     100,000 

大 町 市     100,000 

２ 繰越金 3,739,231  1,629,684 2,109,547 前年度繰越金 

３ 雑収入 769         316 453 預金利息等 

合 計 10,940,000 8,830,000 2,110,000  

 

 

（支 出）                          （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 備   考 

 １ 会議費 50,000 50,000 0 会議諸費用（総会等） 

 ２ 事務費 50,000 50,000 0 事務用消耗品、通信料 

 ３ 事業費 10,790,000 8,690,000 2,100,000 

生活利用の促進  300,000 

観光利用の強化 6,990,000 

地域連携・協働 3,500,000 

 ４ 予備費 15,675 19,300 △3,625  

５ 繰出金 34,325 20,700 13,625 特別会計への繰出金 

   合 計 10,940,000 8,830,000 2,110,000  

  ※事業計画、執行状況等に応じて科目間の予算流用ができるものとする。 
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特別会計 

令和８年度 収入支出予算（案） 
（収 入）                                                        （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 備   考 

１ 負担金 37,895,225 49,744,300 △11,849,075 

新 潟 県     5,000,000 

長 野 県     5,000,000 

糸魚川市    2,500,000 

小 谷 村    1,800,000 

白 馬 村    1,800,000 

大 町 市    1,000,000 

Ｊ Ｒ 西    20,795,225 

２ 補助金 33,670,450 43,561,000 △9,890,550 国：再構築調査事業補助金（1/2） 

３ 繰入金 34,325 20,700 13,625 一般会計からの繰入金 

合 計 71,600,000 93,326,000 △21,726,000  

 

（支 出）                          （単位：円） 

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比較 備   考 

 １ 事業費 71,593,300 93,319,000 △21,725,700 

観光利用の強化 

 臨時バス運行実証 

       60,390,000 

乗降調査 

          10,910,900 

 八方バスターミナル 

利用協力金 

         230,000 

 振込手数料等   62,400 

 ２ 予備費 6,700 7,000 △300  

   合 計 71,600,000 93,326,000 △21,726,000  

  ※事業計画、執行状況等に応じて科目間の予算流用ができるものとする。 

 

10



 

【議案第５号】 

 

規約の改正（案） 

 

次に示す大糸線活性化協議会規約（案）に基づいて、規約の改正を行う。 

 

 

【理由】 

令和８年４月１日の糸魚川市の組織改正に伴い、一部の内容について修正が

必要となったため。 
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大糸線活性化協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会は、大糸線活性化協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 ＪＲ大糸線（糸魚川駅～信濃大町駅）の活性化を図るため、関係自治体

と鉄道事業者が相互に連携することによって、利用促進に関する取組活動を推

進し、沿線地域の活性化に寄与することを目的とする。 

  

（事業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 大糸線の沿線住民の利用促進に関する事業 

 (2) 大糸線の観光利用の強化に関する事業 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業 

 

（組織） 

第４条 協議会は、第２条の目的に賛同する県、市町村、鉄道事業者及び関係団

体をもって組織する。 

 

（役員） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長 １人 

(2) 副会長 １人 

(3) 監事 ２人 

２ 役員は、総会において選出する。 

 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務

を代行する。 

３ 監事は、協議会の会計を監査する。 

 

【変更部分は太字ゴシック】 
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（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。また、補欠のため選任された

役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、

その職務を行うものとする。 

 

（会議） 

第８条 会議は、総会及び幹事会とする。 

 

（総会） 

第９条 協議会の総会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 総会は次に掲げる事項を審議決定する。 

(1) 事業計画の決定及び変更に関すること。 

(2) 収支予算及び決算に関すること。 

(3) 役員の選任に関すること。 

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

３ 総会は、通常総会と臨時総会とする。 

４ 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。 

 (1) 会員数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求が

あったとき。 

 (2) 会長が必要と認めたとき。 

５  会長は、軽易な事項又は急施を要する事項については、書面又は持ち回りの

方法により全会員の賛否を求め、会員現在数の過半数の同意をもって総会の議

決に代えることができる。 

 

（幹事会） 

第 10 条 幹事会は会長が招集し、事務局長がその議長となる。 

２ 幹事会は、協議会を構成する団体の担当課長をもって組織する。 

３ 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 総会に付議する事項に関すること。 

(2) 協議会の目的を達成するために実施する事業の企画、運営に関すること。 

(3) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

４ 幹事会には、必要に応じて関係者を出席させることができる。 
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（専決処分） 

第 11 条 会長は、総会を招集する時間的猶予がないときは、前条第３項の各号に

掲げる事項について専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総会に報告し、承認を

得なければならない。 

 

（オブザーバー） 

第 12 条 協議会には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、会長が委嘱する。 

３ オブザーバーは、協議会の要請により会議に出席し、意見を述べることがで

きるとともに、事業の活動に協力することができる。 

 

（事務局） 

第 13 条 協議会の事務を処理させるため、事務局を置く。 

２ 事務局は、糸魚川市地域協働課内に置く。 

  

（会計） 

第 14 条 協議会の経費は負担金、補助金、協賛金及びその他の収入をもって 

充てる。 

２ 負担金の額は、総会において決定する。 

３ 予算の管理は、事務局が行い、監事の監査を受けるものとする。 

４ 会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第 15 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附 則 

この規約は、平成３１年２月７日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、令和３年６月４日に改正し、令和３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規約は、令和８年５月 20 日に改正し、令和８年４月１日から適用する。 
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